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県
議
第
三
号 

 

安
定
的
な
皇
位
継
承
に
係
る
国
会
議
論
促
進
を
求
め
る
意
見
書
に
つ
い
て 

 

安
定
的
な
皇
位
継
承
に
係
る
国
会
議
論
促
進
を
求
め
る
意
見
書
を
次
の
よ
う
に
発
案
す
る
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安
定
的
な
皇
位
継
承
に
係
る
国
会
議
論
促
進
を
求
め
る
意
見
書 

 

悠
仁
親
王
殿
下
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
令
和
七
年
九
月
、
秋
篠
宮
皇
嗣
殿
下
以
来
四
十
年
ぶ
り

と
な
る
男
性
皇
族
と
し
て
成
年
式
を
迎
え
ら
れ
、
九
月
六
日
の
「
加
冠
の
儀
」
を
は
じ
め
と
す
る
、

成
年
式
関
連
の
諸
儀
式
及
び
諸
行
事
が
滞
り
な
く
執
り
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
誠
に
慶
賀
に
堪
え
な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

ま
た
、
悠
仁
親
王
殿
下
に
は
、
令
和
六
年
七
月
、
秋
篠
宮
皇
嗣
同
妃
両
殿
下
と
と
も
に
第
四
十

八
回
全
国
高
等
学
校
総
合
文
化
祭
御
臨
席
の
た
め
、
本
県
を
御
訪
問
い
た
だ
き
、
天
皇
皇
后
両
陛

下
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
同
年
十
月
に
「
清
流
の
国
ぎ
ふ
」
文
化
祭
二
〇
二
四
に
御
臨
場
、
県
内

を
御
視
察
い
た
だ
い
た
。
多
く
の
県
民
が
真
心
を
込
め
て
お
迎
え
申
し
上
げ
、
地
域
に
と
っ
て
極

め
て
意
義
深
い
も
の
と
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
皇
室
の
御
存
在
は
、
岐
阜
県
だ
け
で

は
な
く
、
全
国
の
国
民
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
非
常
に
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い

る
。 



悠
仁
親
王
殿
下
は
、
皇
位
継
承
順
位
第
二
位
で
あ
り
、
や
が
て
皇
位
を
御
継
承
に
な
ら
れ
る
こ

と
が
想
定
さ
れ
、
今
後
し
ば
ら
く
の
間
、
皇
位
は
安
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
皇

族
数
の
減
少
問
題
か
ら
も
、
現
状
の
皇
室
制
度
の
ま
ま
で
は
、
必
ず
し
も
安
定
的
な
皇
位
継
承
が

な
さ
れ
る
と
は
言
い
難
く
、
将
来
的
な
皇
統
の
安
定
実
現
が
危
惧
さ
れ
る
。 

政
府
か
ら
国
会
に
、
安
定
的
皇
位
継
承
に
係
る
検
討
の
要
請
が
な
さ
れ
て
か
ら
、
既
に
四
年
が

経
過
し
て
い
る
。
安
定
的
な
皇
位
継
承
の
た
め
、
皇
族
数
の
確
保
は
正
に
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
、

我
が
国
の
根
幹
に
関
わ
る
極
め
て
重
要
な
事
柄
で
あ
る
。 

よ
っ
て
、
国
に
お
か
れ
て
は
、
安
定
的
な
皇
位
継
承
に
向
け
た
国
会
に
お
け
る
議
論
を
早
急
に

進
め
、
一
刻
も
早
く
そ
の
総
意
を
取
り
ま
と
め
る
よ
う
要
望
す
る
。 

 以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。 
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内

閣
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房

長
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